
Faculty of Societal Safety Sciences, Kansai University

Prof. K.KOSHIYAMA

関西大学社会安全学部／社会安全研究科 ©K.KOSHIYAMA

滋賀県議会 地方創生・防災減災対策特別委員会

能登半島地震を教訓とした
防災・減災について

滋賀県議会 地方創生・防災減災対策特別委員会

能登半島地震を教訓とした
防災・減災について

関西大学社会安全学部 教授
人と防災未来センター 上級研究員

越山健治 k-koshi@kansai-u.ac.jp



Faculty of Societal Safety Sciences, Kansai University

Prof. K.KOSHIYAMA

関西大学社会安全学部／社会安全研究科 ©K.KOSHIYAMA

能登半島地震で顕在化した行政課題とは
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能登半島地震の災害対応の特徴
• 初動の困難性 1月1日発災

• 被害の激甚性
• 住宅被害度が100％超える市町
• 複数の災害事象：地震動・土砂災害・
津波・火災・液状化・・

• 市民・町民以外の被災者
• 対応資源の途絶・枯渇

• Transportation（交通）および
Communication（通信）の遮断

• 職員被災と参集困難性
• 公的活動の初動体制構築および調整の
困難性

市町・県（石川県）にとっては

被害 ＞ 計画（準備・対応能力）

かつ、使える予定の資源が使えない（組織対応の緊急事態）
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日本の災害対応で繰り返す課題

• 初動時の不手際
• 情報収集がうまくいかない
• 体制構築に不備がある

• 対応時の混乱
• 避難物資の仕分け
• 避難者対応
• ライフライン復旧の調整困難
• 道路復旧の優先順位付け
• 住宅被害認定・・・・
• 義援金配分・・・

• 市町村と都道府県との連携体制の不備
• 市町村の情報が県・国など他機関に伝わらない
• リエゾンの役割ってなに？

想定外のことが
発生したから？

そもそも 災害とは
想定外のことが

発生するものでは？
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指摘される行政対応の課題

• 職員参集の時間
• 情報収集の遅れ
• 情報の混乱
• 住民対応・・・・

通常業務とは全く異なる
業務内容である

■ マニュアルがあっても対応できない
■ 先行きが見えずその場対応になる
■ 現場判断するような意志決定ができない

災害対応・危機管理という業務は
組織の特性や通常業務のやり方・考え方からして

行政機関にとって大変苦手なものである
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対応限界を示した根本的な課題

• 想定を超える事態への対処ができない計画

• 基礎自治体と広域自治体の認識差が時間とともに
広がっていく

• 基礎自治体・・いち早く支援を受けるための情報発信
• 広域自治体・・全体像をつかむための情報収集

• 初動対応資源が市町村にしかないため、広域激甚
被害の対応が遅れる

自治体災害対応とは、究極的には資源配分問題である
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想定内の災害対応 と 想定外の災害対応

• 「想定外」は 考えていない災害 ではない
• 多くの災害は「思ってもない形」で発生
• 「想定外」は「許容量越え」災害対応

• 事前に備えている形では，対応できない場合の対応

「被害を学び準備して備える」も大事→限界がある
・備蓄は増やす，仕事は増やす が 人は増えない

「誰がするのか？誰の責任なのか？」→

想定外の状況に対応可能な社会，組織，しくみ
「しなやかな社会対応」＝ レジリエンス

キーワード：意思決定，官民協働，越境
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行政災害対応向上に向けたキーワード

•全庁的な災害対応を実施する体制づくり
• 被災地全体・周辺を巻き込んで「対応する」しくみ
• 住民も行政も支援者も一体となった被災地災害対応

•住民の状況改善を図る活動環境の構築
• 被災住民の状況を随時把握する
• 被災住民の状況の先を予測して，策を組み立てる

•状況改善手法を組み立てる政策的手腕
• 決まっていることではできないことばかり

• 新たにするしかない ・・・ お金，方法，ルール・・・
• 一番最初は「外部からの資源を投入すること」
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災害時における議会・議員の仕事 に関する研究

• 地域防災計画の中に議会の位置づけが見えない（新川，2017）
• 災害対応・復興の「監視機能」のみ（林，2020）
• 議会自体のBCPや対応計画はいくつかの自治体で存在しているが，

社会の災害対応に寄与するものではない（林，2020）
• 首長の権限が強くなり（専決案件が増加），議会機能を必要とする

場面がない（林，2020）
• 防災や危機管理の政策分野では、自治体議会は「蚊帳の外」という

のが現状である（中邨，2016）

災害法制では，災害時における地方議会の役割や位置づけは全く位置づけられて
いない
法制度がないということは，地方議会に期待していないということ
地方議会を災害法制の枠の外に置く（林，2020）
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災害時における議会・議員の仕事 に関する研究

• 災害対応の議会の役割「すきま，ニッチ」（中邨，2016）
• 積極策 従来の地域防災計画，業務継続計画等を議決案件にしてチェック機

能を果たすべき
• 高度化 議会からの発信で行政の災害対策や危機管理を高度化し，推進する，

また災害対策本部の可能性と稼働性を助ける
• 住民自治の発揮（江藤，2012）

• 執行機関は，国の施策に縛られ「美しい」行政計画の策定志向があるために，
住民に対しては「説明」を重視する．これとは異なり，議会は住民自治の推
進を基軸とする．議会改革を推進してきた議会だからこそ，非常時にも行政
の論理とは異なる方向で，住民自治を進める．

• 情報提供体制の構築（新川，2017）
• 災害対策本部に思い込みで勝手なことをさせないためにも，議会として救援

や復旧の対策をできるだけ早い段階でまとめる必要があります．（中略）執
行機関の災害対策に議会として対応できると考えるべきでしょう．

• 独自の災害対策本部の設置（今井，2017）
• 議会の災害対策本部は役所の災害対策本部のサブシステムとしても期待され

る．地域にとって役所の情報網が広くて大きく，さらに信頼できることは疑
いないが，緊急時にはそこから漏れる情報も少なくない．災害時にはこのこ
とが生命の安全に直結することがある．
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危機時の三大重要課題
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組織間協力・連携の前提条件

レジリエンス協会会議資料
https://resilience-japan.org/wp/wp-content/uploads/2019/04/20190318_doc2.pdf
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行政における危機管理とは

• 住民の状況改善に向けて

• 持続可能な多様な策を実行することにより
• 法・制度は手段と化す
• マニュアルはあくまでマニュアル

• 「日常化」をめざすところにある

「新たな仕事をつくり、実行する」のが危機対応

執行機関（行政）と被災者を繋ぐ役割を持つ議会
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避難所課題 繰り返される課題

• 能登半島地震資料（別添）
• 対策がされていないわけではない
• 国や被災外から多数の資源（人・もの）が入った
• 道路インフラの破壊 → 資源移動の困難性

• 奥能登全体の対応機能の長期低下 → ２次避難へ

• 避難所課題とは何か？
• 「人権」が問われる状況が発生する（食事，トイレ，多様性，

福祉，安全・・） → 多様な支援の必要性
• 「量の問題が質の問題を凌駕する」

→ 事前にするべきことは３つある
「量」「質」「多様性」→ 備蓄・設備 と しくみ


